
各市町村担当課

①自治会（地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体）
②財産区（地方自治法第294条第１項に規定する財産区）

③生産森林組合（森林組合法第93条第１項に規定する生産森林組合）

山地災害危険地区にある森林内において、公共施設、集落及び集落内の生活道路
に直接被害を与えるおそれのある危険木等の対策を講じるもの

上限100万円

提出先

対象事業

補助対象者 補助額

対象メニュー

斜面対策

①倒木のおそれのある危険木の
伐採・撤去
②自然現象によって生じた倒木の撤去
③危険木伐採後の裸地への植栽
④山地災害防災マップ等の作成
⑤測量

①流出のおそれのある危険木及び倒木
伐採・撤去
②流出土砂等撤去
③危険木伐採後の裸地への植栽
④山地災害防災マップ等の作成
⑤測量

渓流対策

その他

①事業実施後に指定の木製看板を設置すること
②完了検査により補助金額を決定

問合せ先

詳しくは広域振興局担当課へお問い合わせください
山城広域振興局森づくり振興課 TEL 0774-21-3087, e-mail y-n-mori@pref.kyoto.lg.jp
南丹広域振興局森づくり振興課 TEL 0771-22-0368, e-mail nanshin-no-mori@pref.kyoto.lg.jp
中丹広域振興局森づくり振興課 TEL 0773-62-4321, e-mail chushin-no-mori@pref.kyoto.lg.jp
丹後広域振興局森づくり振興課 TEL 0772-62-4326, e-mail tanshin-no-mori@pref.kyoto.lg.jp
京都林務事務所治山課 TEL 075-451-5725, e-mail  kyotorinmu@pref.kyoto.lg.jp


